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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 22123-1:2022 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 
 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 X 22123-1：9999 
 (ISO/IEC 22123-1：2023) 

情報技術－クラウドコンピューティング－ 
第 1 部：用語 

Information technology-Cloud computing-Part 1: Vocabulary 
 

序文 

この規格は，2023 年に第 2 版として発行された ISO/IEC 22123-1 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，技術的に改正された JIS X 22123-1:2022 を廃止し，置き換えるものである。 

主な変更点は次のとおりである。 

－ ハイブリッドクラウドの定義を変更した。 

－ クラウドサービスカスタマロール（CSC ロール），クラウドサービスプロバイダロール（CSP ロール）

及びクラウドサービスパートナロール（CSN ロール）の定義を追加した。 

－ CSC ロール，CSP ロール及び CSN ロールをそれぞれ活用するために，CSC，CSP 及び CSN の定義を

改訂した。 

－ 機密性，完全性及び情報セキュリティの JIS Q 27000 定義を削除した。 

－ インタークラウドコンピューティングの定義を変更した。 

－ マルチクラウドに関する用語を追加した。 

－ ピアクラウドサービス及びピアクラウドサービスプロバイダを，それぞれ二次クラウドサービス及び

二次クラウドサービスプロバイダに置き換えた。 

－ 多重度及びクラウドサービスの構成に関する用語を新しい細分箇条に追加した。 

1 適用範囲 

この規格は，クラウドコンピューティングの分野で使用される用語について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO/IEC 22123-1:2023，Information technology－Cloud computing－Part 1: Vocabulary（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 
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この規格には，引用規格はない。 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

ISO及び IECは，次に示すサイトにおいて，標準化に利用するための用語データベースを保守している。 

－ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp 

－ IEC Electropedia：https://www.electropedia.org/ 

3.1 クラウドコンピューティング基盤に関する用語 

3.1.1 
クラウドコンピューティング（cloud computing） 

セルフサービスのプロビジョニング（provisioning）及び管理をオンデマンドで行う，スケーラブルで

伸縮自在な共有できる物理的又は仮想的なリソースへのネットワークアクセスを可能にするパラダイム 

注釈 1 リソースの例には，サーバ，OS，ネットワーク，ソフトウェア，アプリケーション及びストレ

ージが含まれる。 

注釈 2 セルフサービスプロビジョニングとは，自動化された方法によってクラウドサービスカスタマ

（3.3.2）によって実行されるクラウドサービス（3.1.2）に提供されるリソースのプロビジョニ

ングを指す。 

3.1.2 
クラウドサービス（cloud service） 

定義されたインタフェースを使って呼び出されるクラウドコンピューティング（3.2.1）経由で提供さ

れる一つ以上の能力 

3.1.3 
クラウドソリューション（cloud solution） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）の要求事項を満たすために組み合わせて制御されるクラウドサー

ビス（3.1.2） 

注釈 1 クラウドソリューションでは，クラウド配置モデル（3.2.1）を任意に組み合わせて使用可能で

ある。 

3.2 クラウド配置モデル（cloud deployment model）に関する用語 

3.2.1 
クラウド配置モデル（cloud deployment model） 

クラウドコンピューティング（3.1.1）を物理的又は仮想的なリソースの管理及び共有によって体系付

ける方法 

注釈 1 クラウド配置モデルの例には，コミュニティクラウド（3.2.2），ハイブリッドクラウド（3.2.3），
プライベートクラウド（3.2.4）及びパブリッククラウド（3.2.5）が含まれる。 

3.2.2 
コミュニティクラウド（community cloud） 
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クラウドサービス（3.1.2）が，要求事項，及び相互に関係をもつクラウドサービスカスタマ（3.3.2）
の特定の集合を排他的にサポートし，かつ，それらのカスタマによって共有され，その場合のリソースが

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）の集合に属する少なくとも一つのメンバによって制御されるクラウ

ド配置モデル（3.2.1） 

3.2.3 
ハイブリッドクラウド（hybrid cloud） 

プライベートクラウド（3.2.4）及びパブリッククラウド（3.2.5）を使用するクラウド配置モデル

（3.2.1） 

3.2.4 
プライベートクラウド（private cloud） 

クラウドサービス（3.1.2）が単一のクラウドサービスカスタマ（3.3.2）によって排他的に利用され，

リソースがクラウドサービスカスタマ（3.3.2）によって制御されるクラウド配置モデル（3.2.1） 

3.2.5 
パブリッククラウド（public cloud） 

クラウドサービス（3.1.2）がいかなるクラウドサービスカスタマ（3.3.2）に対しても潜在的に利用可

能であり，かつ，リソースがクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）によって制御されるクラウド配置モ

デル（3.2.1） 

3.2.6 
マルチクラウド（multi-cloud，multicloud） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）が，二つ以上のクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）によって提

供されるパブリッククラウドサービス（3.1.2）を使用するクラウド配置モデル（3.2.1） 

注釈 1 クラウドソリューション（3.1.3）を形成するために，クラウドサービスカスタマ（3.3.2）は，

これらのクラウドサービス（3.1.2）の統合及び管理を担当する。 

3.2.7 クラウドサービスフェデレーション（cloud service federation） 
クラウドサービス（3.1.2）を提供するために合意された方針，プロセス，及び信頼の集合によって結

び付けられた二つ以上のクラウドサービスプロバイダ（3.3.3） 

3.2.8 
フェデレーテッドクラウド（federated cloud） 

クラウドサービス（3.1.2）がクラウドサービスフェデレーション（3.2.7）のメンバによって提供され

るクラウド配置モデル（3.2.1） 

3.2.9 
ハイブリッドマルチクラウド（hybrid multi-cloud） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）がハイブリッドクラウド（3.2.3）及びマルチクラウド（3.2.6）か

らクラウドサービス（3.1.2）を使用するクラウド配置モデル（3.2.1） 

3.2.10 
インタークラウド（inter-cloud，intercloud） 

クラウドサービスプロバイダ（3.3.3）が，他のクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）によって提供さ

れる一つ以上のクラウドサービス（3.1.2）を使用してクラウドサービス（3.1.2）を提供する，クラウド

配置モデル（3.2.1）。 
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注釈 1 一次クラウドサービスプロバイダ（3.11.2）は，通常，二次クラウドサービスプロバイダ（3.11.4）
が提供するクラウドサービスの中継，集約，又は裁定を介してクラウドサービスを提供する。 

3.3 クラウドコンピューティングのロール（role）及びアクティビティ（activity）に関する用語 

3.3.1 
パーティ（party） 

一つ以上のロール（3.3.10）をもつことが可能な自然人，法人又は，法人格の有無にかかわらないいず

れかのグループ 

3.3.2 
クラウドサービスカスタマ，CSC（cloud service customer，CSC） 

クラウドサービスカスタマロール（3.3.14）を担うパーティ（3.3.1） 

3.3.3 
クラウドサービスプロバイダ，CSP（cloud service provider，CSP） 

クラウドサービスプロバイダロール（3.3.15）を担うパーティ（3.3.1） 

3.3.4 
クラウドサービスユーザ，CSU（cloud service user，CSU） 

クラウドサービス（3.1.2）を利用するクラウドサービスカスタマ（3.3.2）に連携した，自然人又はそ

の代わりに活動するエンティティ 

注釈 1 そのようなエンティティの例として，デバイス（3.13.4）及びアプリケーションがある。 

3.3.5 
クラウドサービスパートナ，CSN（cloud service partner，CSN） 

クラウドサービスパートナロール（3.3.16）を担うパーティ（3.3.1） 

3.3.6 
クラウド監査人（cloud auditor） 

クラウドサービス（3.1.2）の提供及び利用について，監査（3.13.10）を行う責任のあるクラウドサー

ビスパートナ（3.3.5） 

3.3.7 
クラウドサービスブローカ（cloud service broker） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）とクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）との関係を取り決めるク

ラウドサービスパートナ（3.3.5） 

3.3.8 
アクティビティ（activity） 

特定の業務，又は一連のタスク 

3.3.9 機能コンポーネント（functional component） 
あるアクティビティ（3.3.8）を実現するために必要となる実装に支えられている機能的な構成要素 

3.3.10 
ロール（role） 

ある共通の目的を果たす一連のアクティビティ（3.3.8） 
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3.3.11 
サブロール（sub-role） 

ある決められたロール（3.3.10）のアクティビティ（3.3.8）の部分集合 

3.3.12 
デバイスプラットフォームクラウドサービス（device platform cloud service） 

デバイスプラットフォームプロバイダ（3.13.13）がデバイスプラットフォーム（3.13.5）に対応するた

めに提供するクラウドサービス（3.1.2） 

注釈 1 アプリケーションマーケットプレイス（3.13.6）は，デバイスプラットフォーム（3.13.5）クラ

ウドサービス（3.1.2）の例である。 

3.3.13 
クラウドサービスデベロッパ（cloud service developer） 

クラウドサービス（3.1.2）の実装の設計，開発，テスト及び保守を担当するクラウドサービスパート

ナ（3.3.5） 

3.3.14 
クラウドサービスカスタマロール，CSC ロール（cloud service customer role，CSC role） 

クラウドサービス（3.1.2）を使用するための一連のアクティビティ（3.3.8） 

3.3.15 
クラウドサービスプロバイダロール，CSP ロール（cloud service provider role，CSP role） 

クラウドサービス（3.1.2）を利用可能にする一連のアクティビティ（3.3.8） 

3.3.16 
クラウドサービスパートナーロール，CSN ロール（cloud service partner role，CSN role） 

クラウドサービスプロバイダロール（3.3.15）若しくはクラウドサービスカスタマロール（3.3.14）の

いずれか又は両方を，サポートする又は補助する，アクティビティ（3.3.8）の集合 

3.4 主要なクラウドコンピューティング特性に関する用語 

3.4.1 
メジャードサービス（measured service） 

利用状況に関する監視，制御，報告及び課金を行うことが可能な，クラウドサービス（3.1.2）の計測

付き配信 

3.4.2 
テナント（tenant） 

物理的及び仮想的なリソースの単一の組合せに共用アクセスする，一つ以上のクラウドサービスユー

ザ（3.3.4） 

3.4.3 
マルチテナンシ（multi-tenancy） 

複数のテナント（3.4.2）及びテナントの演算・データが，他のテナントから隔離され，また，他のテ

ナントからアクセスが不可能な，物理リソース又は仮想リソースの割当て 

3.4.4 
オンデマンドセルフサービス（on-demand self-service） 
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クラウドサービスカスタマ（3.3.2）が，必要に応じて自動的に，又はクラウドサービスプロバイダ

（3.3.3）との最小限のやりとりによって，コンピューティング能力を供給することが可能であるという特

長 

3.4.5 
リソースプール（resource pooling） 

一つ以上のクラウドサービスカスタマ（3. 3.2）に供するクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）の物理

的又は仮想的なリソースの集合 

3.5 クラウド能力型（cloud capabilities type）及びクラウドサービス区分（cloud service category）に関す

る用語 

3.5.1 
クラウド能力型（cloud capabilities type） 

クラウドサービス（3.1.2）がクラウドサービスカスタマ（3.3.2）に対して提供する機能の使われるリ

ソースに基づく分類 

注釈 1 クラウド能力型には，アプリケーション能力型（3.5.2），インフラストラクチャ能力型（3.5.3）
及びプラットフォーム能力型（3.5.4）がある。 

3.5.2 
アプリケーション能力型（application capabilities type） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）がクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）のアプリケーションを利

用可能なクラウド能力型（3.5.1） 

3.5.3 
インフラストラクチャ能力型（infrastructure capabilities type） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）が，演算リソース，ストレージリソース又はネットワーキングリ

ソースを供給及び利用することが可能なクラウド能力型（3.5.1） 

3.5.4 
プラットフォーム能力型（platform capabilities type） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）が，クラウドサービスプロバイダ（3.3.3）によってサポートされ

る一つ以上のプログラミング言語と一つ以上の実行環境とを使って，カスタマが作った又はカスタマが入

手したアプリケーションを配置し，管理し，実行することが可能なクラウド能力型（3.5.1） 

3.5.5 
クラウドサービス区分（cloud service category） 

品質に関するある共通の組合せをもつクラウドサービス（3.1.2）のグループ 

注釈 1 クラウドサービス区分は，一つ以上のクラウド能力型（3.5.1）の能力を含むことが可能である。 

3.5.6 
コミュニケーションアズアサービス，CaaS（communications as a Service，CaaS） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）に提供される能力が，リアルタイムのやりとり及び共同作業であ

るクラウドサービス区分（3.5.5） 

注釈 1 CaaS は，アプリケーション能力型（3.5.2）とプラットフォーム能力型（3.5.4）との両方を提供

することが可能である。 
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3.5.7 
コンピュートアズアサービス，CompaaS（compute as a service，CompaaS） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）に提供される能力が，ソフトウェアの配置及び実行に必要な処理

リソースを供給及び使用することであるクラウドサービス区分（3.5.5） 

注釈 1 ソフトウェアを実行するために，処理リソース以外の能力が必要になる可能性がある。 

3.5.8 
データストレージアズアサービス，DSaaS（data storage as a service，DSaaS） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）に提供される能力が，データストレージ及びその関連能力を供給

及び使用することであるクラウドサービス区分（3.5.5） 

注釈 1 DSaaS は，クラウド能力型（3.5.1）の三つの能力のいずれについても提供することが可能であ

る。 

3.5.9 
インフラストラクチャアズアサービス，IaaS（infrastructure as a service，IaaS） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）に提供されるクラウド能力型（3.5.1）が，インフラストラクチャ

能力型（3.5.3）であるクラウドサービス区分（3.5.5） 

注釈 1 クラウドサービスカスタマ（3.3.2）は，システムの基盤となる物理的リソース・仮想化リソー

スの管理又は制御を行わないが，物理的リソース・仮想化リソースを利用するオペレーティン

グシステム，ストレージ及び配置されたアプリケーションの制御を行う。クラウドサービスカ

スタマ（3.3.2）は，特定のネットワークコンポーネント（例えば，ホストファイアウォール）

を対象として，限定的な制御を行う能力をもつ場合もある。 

3.5.10 
ネットワークアズアサービス，NaaS（network as a service，NaaS） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）に提供される能力が，トランスポート層での接続性及び関連する

ネットワーク能力であるクラウドサービス区分（3.5.5） 

注釈 1 ネットワークアズアサービスは，クラウド能力型（3.5.1）の三つの能力のいずれについても提

供することが可能である。 

3.5.11 
プラットフォームアズアサービス，PaaS（platform as a service，PaaS） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）に提供されるクラウド能力型（3.5.1）が，プラットフォーム能力

型（3.5.4）であるクラウドサービス区分（3.5.5） 

3.5.12 
ソフトウェアアズアサービス，SaaS（software as a service，SaaS） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）に提供されるクラウド能力型（3.5.1）がアプリケーション能力型

（3.5.2）であるクラウドサービス区分（3.5.5） 

3.6 相互運用性（interoperability）に関する用語 

3.6.1 
相互運用性（interoperability） 

二つ又はそれ以上の，システム又はアプリケーションが情報を交換し，交換された情報を相互に使用可

能な能力 
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3.6.2 
クラウド相互運用性（cloud interoperability） 

予測可能な結果を得るために規定された試験方法に従って情報を交換することによって，クラウドサ

ービスカスタマ（3.3.2）のシステムが，クラウドサービス（3.1.2）と相互作用する能力，又は一つのク

ラウドサービス（3.1.2）が，他のクラウドサービス（3.1.2）と相互作用する能力 

3.6.3 
トランスポート相互運用性（transport interoperability） 

参加しているシステム間で確立された情報伝達インフラを用いた情報交換における相互運用性

（3.6.1） 

3.6.4 
シンタクティック相互運用性（syntactic interoperability） 

情報交換のためのフォーマットが，参加しているシステムによって理解可能な相互運用性（3.6.1） 

3.6.5 
セマンティックデータ相互運用性（semantic data interoperability） 

対象エリアのコンテキストにおいて，参加しているシステムによってデータモデルの意味が理解可能な

相互運用性（3.6.1） 

3.6.6 
挙動相互運用性（behavioural interoperability） 

交換の実際の結果が期待どおりの成果を達成するような相互運用性（3.6.1） 

3.6.7 
ポリシー相互運用性（policy interoperability） 

参加しているシステムに適用される法律，組織及びポリシーフレームワークに合致する相互運用性

（3.6.1） 

3.7 クラウドサービス合意書（cloud service agreement）に関する用語 

3.7.1 
サービスレベル合意書，SLA（service level agreement，SLA） 

サービス及びサービス目標を特定した，サービスプロバイダとサービスカスタマとの間の合意文書 

注釈 1 サービスレベル合意書は，サービスプロバイダと，供給者，内部グループ，又は供給者として

機能する顧客との間で確立することも可能である。 

注釈 2 サービスレベル合意書は，契約書又は他の種類の合意文書に含めることが可能である。 

3.7.2 
クラウドサービス製品（cloud service product） 

クラウドサービス（3.1.2）を提供するための一連のビジネス条件と関連付けられたクラウドサービス

（3.1.2） 

注釈 1 ビジネス上の条件には，価格設定，評定及びサービスレベルを含めることが可能である。 

3.7.3 
製品カタログ（product catalogue） 
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クラウドサービスプロバイダ（3.3.3）が，クラウドサービスカスタマ（3.3.2）に提供する，全てのク

ラウドサービス製品（3.7.2）の一覧 

3.7.4 
サービスカタログ（service catalogue） 

特定のクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）の全てのクラウドサービス（3.1.2）の一覧 

3.7.5 
クラウドサービス品質目標，クラウド SQO（cloud service qualitative objective，cloud SQO） 

名義尺度（nominal scale）又は順序尺度（ordinal scale）によって把握される，クラウドサービス

（3.1.2）の特定の品質に関する特性についての，クラウドサービスプロバイダ（3.3.3）によるコミット

メント 

注釈 1 SQO は，列挙型のリストとして表現可能である。 

注釈 2 品質の特性は，一般的に人間による説明を必要としている。 

注釈 3 順序尺度は，存在又は非存在を許容している。 

3.7.6 
クラウドサービスレベル合意書，クラウド SLA（cloud service level agreement，cloud SLA） 

対象のクラウドサービス（3.1.2）のためのクラウドサービスレベル目標（3.7.7）とクラウドサービス

品質目標（3.7.5）とを包含する，クラウドサービス合意書（3.7.8）の一部分 

注釈 1 クラウドサービスレベル合意書は，クラウドコンピューティング（3.1.1）のコンテキストで使

用されるサービスレベル合意書（3.7.1）である。 

3.7.7 
クラウドサービスレベル目標，クラウド SLO（cloud service level objective，cloud SLO） 

間隔尺度（interval scale）又は比例尺度（ratio scale）によって把握される，クラウドサービス（3.1.2）
の特定の定量的な特性についての，クラウドサービスプロバイダ（3.3.3）によるコミットメント 

注釈 1 一つのクラウドサービスレベル目標のコミットメントは，ある一定の範囲として表現可能であ

る。 

3.7.8 
クラウドサービス合意書（cloud service agreement） 

対象のクラウドサービス（3.1.2）を管理するための，クラウドサービスプロバイダ（3.3.3）とクラウ

ドサービスカスタマ（3.3.2）との間で取り交わされる，文書化された合意書 

注釈 1 クラウドサービス合意書は，一つ以上の文書の中に記録された一つ以上のパートによって構成

されている。 

3.7.9 
メトリック（metric） 

測定の実施及び測定結果の理解のための条件及びルールを定義するための測定の基準 

注釈 1 メトリックは，特定の抽象的なメトリックの概念を提示している。 

注釈 2 メトリックは，特定のゴールに対して指定された時点で測定されるべき特定のプロパティが必

要とする与えられたコンテキスト内で，実際に適用される。 

3.7.10 
障害通知ポリシー（failure notification policy） 
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クラウドサービスカスタマ（3.3.2）及びクラウドサービスパートナ（3.3.5）がサービス停止をクラウ

ドサービスプロバイダ（3.3.3）に通知するプロセス，並びにクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）がサ

ービスの停止が発生したことをクラウドサービスカスタマ（3.3.2）及びクラウドサービスパートナ

（3.3.5）に通知可能なプロセスを明示するポリシー 

注釈 1 このポリシーには，サービスの停止に関する更新プログラムの提供，通知及び更新の受信者，

サービス停止の検出からサービス停止の通知の発行までの最長時間，サービス停止の更新再長

時間間隔，並びにサービス停止の更新方法が記載されているプロセスを含むことがある。 

3.7.11 
救済措置（remedy） 

クラウドサービスプロバイダ（3.3.3）が，指定されたクラウドサービスレベル目標（3.7.7）を満たし

ていない場合に，クラウドサービスカスタマ（3.3.2）が得られる補償 

注釈 1 英語のこの用語の定義は，ショーターオックスフォード（Shorter Oxford）英語辞書で定義され

た“legal reparation（法的賠償）”の意味に基づく。 

3.8 クラウド移植性（cloud portability）に関する用語 

3.8.1 
クラウドアプリケーション可搬性（cloud application portability） 

アプリケーションをあるクラウドサービス（3.1.2）から別のクラウドサービス（3.1.2）へ移植可能な

能力 

3.8.2 
データ可搬性（data portability） 

データをあるシステムから他のシステムへ，データの再入力を必要とすることなく容易に移行すること

が可能な能力 

注釈 1 データ可搬性において重要なことは，データの移行が容易であることである。これは，移行先

のシステムが受入れ可能な正確なフォーマットのデータを，データ移行元のシステムが提供す

ることによって達成可能である。たとえデータフォーマットが一致しなかった場合であっても，

両システム間でのデータ移行は，一般に入手可能なツールを使用して簡単に達成可能である。

一方，データを印刷し，移行先のシステムのために再度入力する作業は，“容易である”とはい

えない。 

3.8.3 
クラウドデータ可搬性（cloud data portability） 

あるクラウドサービス（3.1.2）から別のクラウドサービス（3.1.2）へのデータ可搬性（3.8.2） 

3.8.4 
データ構文可搬性（data syntactic portability） 

対象上でデコード可能なデータフォーマットを利用したデータ可搬性（3.8.2） 

3.8.5 
データセマンティック可搬性（data semantic portability） 

データモデルの意味が，対象領域のコンテキスト内で対象者によって理解されるようにするデータ可

搬性（3.8.2） 

3.8.6 
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データポリシー可搬性（data policy portability） 
送信元と送信先との両方に適用可能な法的，組織的及び政策的な枠組みを遵守するデータ可搬性

（3.8.2） 

3.8.7 
アプリケーション可搬性（application portability） 

アプリケーションを元システムから目標システムに移行する能力 

3.8.8 
アプリケーション構文可搬性（application syntactic portability） 

アプリケーションアーティファクト（application artefacts）のフォーマットをソフトウェアの実行環境

におけるターゲット上でデコード可能なアプリケーション可搬性（3.8.7） 

3.8.9 
アプリケーション手順可搬性（application instruction portability） 

アプリケーションの手順セットが，ソフトウェアの実行環境におけるターゲット上で実行されるような

アプリケーション可搬性（3.8.7） 

3.8.10 
アプリケーションメタデータ可搬性（application metadata portability） 

アプリケーションのメタデータが，ソフトウェアの実行環境におけるターゲット上で保持され，理解さ

れるようなアプリケーション可搬性（3.8.7） 

3.8.11 
アプリケーション挙動可搬性（application behaviour portability） 

ソフトウェアの実行環境において，ターゲット上で実行した場合でもソース上で実行した場合と同等の

結果が得られるようなアプリケーション可搬性（3.8.7） 

3.8.12 
アプリケーションポリシー可搬性（application policy portability） 

ソフトウェアの実行環境におけるソースとターゲットとに適用可能な法的，組織的及びポリシーの枠組

みに適合しているようなアプリケーション可搬性（3.8.7） 

3.9 クラウドデータ（cloud data）に関する用語 

3.9.1 
クラウドサービスカスタマデータ（cloud service customer data） 

クラウドサービス（3.1.2）に入力されたもの，又はクラウドサービスカスタマ（3.3.2）によって若し

くはカスタマに代わって，クラウドサービス（3.1.2）の公開インタフェースを介して，クラウドサービ

ス（3.1.2）の能力を行使した結果得られた法的，又はその他の理由によって，クラウドサービスカスタ

マ（3.3.2）の管理下にあるデータオブジェクトのクラス 

注釈 1 法的な管理項目の一例は，著作権である。 

注釈 2 クラウドサービス（3.1.2）は，クラウドサービスカスタマデータではないデータを保持又は操

作する可能性がある。この場合，データはクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）が利用可能に

したもの，若しくは他のソースに含まれていたもの，又は公開済みデータのこともある。しか

しながら，このデータに対してクラウドサービス（3.1.2）の能力を使ってクラウドサービスカ

スタマ（3.3.2）の活動の結果として生成された任意の出力データは，クラウドサービス合意書
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（3.7.8）に反する特別な条項がない限り，著作権の一般原則に従って，クラウドサービスカス

タマデータである可能性が高い。 

3.9.2 
クラウドサービス派生データ（cloud service derived data） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）によって，クラウドサービス（3.1.2）と相互作用した結果として

派生した，クラウドサービスプロバイダ（3.3.3）の管理下にあるデータオブジェクトのクラス 

注釈 1 クラウドサービス派生データには，サービスカスタマ，利用時間，作業内容，関係したデータ

の型などの記録が入ったログデータが含まれる。認可されたユーザの数及び属性に関する情報

が含まれることもある。クラウドサービス（3.1.2）に構成及びカスタマイズする能力がある場

合，構成又はカスタマイズしたデータが含まれることもある。 

3.9.3 
クラウドサービスプロバイダデータ（cloud service provider data） 

クラウドサービスプロバイダ（3.3.3）による管理下で，クラウドサービス（3.1.2）の運用に固有のデ

ータオブジェクトのクラス 

注釈 1 クラウドサービスプロバイダデータには次のことが含まれるが，これらに限定されるものでは

ない。 

－ リソースの構成・利用に関する情報 

－ クラウドサービス（3.1.2）に固有の仮想マシン（3.12.2），ストレージ及びネットワークの

リソース配分 

－ データセンタ全体の構成・利用 

－ 物理的及び仮想的なリソースの故障率及び運用コスト 

3.9.4 
アカウントデータ（account data） 

クラウドサービス（3.1.2）の管理に必要なクラウドサービスカスタマ（3.3.2）に固有のデータのクラ

ス 

注釈 1 アカウントデータは，通常，クラウドサービス（3.1.2）が購入されたときに生成され，クラウ

ドサービスプロバイダ（3.3.3）によって管理される。 

注釈 2 アカウントデータは，名前，住所，電話など，クラウドサービスカスタマ（3.3.2）によって提

供されるデータ要素で構成される。 

3.9.5 
エンドユーザ識別可能情報，EUII（end user identifiable information，EUII） 

クラウドサービスカスタマ（3.3.2）によってクラウドサービス（3.1.2）の使用から，取得され，又は

生成されるクラウドサービスカスタマ（3.3.2）に関連する派生データ 

3.9.6 
混合データ集合（mixed dataset） 

個人識別可能情報（3.10.1）と非個人データ（3.9.11）との両方を含む一連のデータオブジェクトのセッ

ト 

3.9.7 
個別データ（individual data） 
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自然人の法律上又は他の理由による管理下にあるデータオブジェクトのクラス 

注釈 1 個別データは，混合データ集合（3.9.6）にすることが可能である。 

注釈 2 顧客コンテンツデータは，クラウドサービスカスタマ（3.3.2）が，自然人の場合の個別データ

である。 

3.9.8 
組織データ（organizational data） 

組織の法律上，契約上又は他の理由による管理策に基づくデータオブジェクトのクラス 

注釈 1 非営利企業，非営利組織，公共機関若しくは政府機関，非政府組織又は国際的組織を組織とす

ることが可能で，中小規模でも可能である。 

注釈 2 顧客コンテンツデータは，クラウドサービスカスタマ（3.3.2）が，組織であり，したがって自

然人ではない場合の組織データである。 

注釈 3 クラウドサービスプロバイダデータ（3.9.3）は，本質的には必ず組織データである。 

注釈 4 組織データは，混合データ集合（3.9.6）にすることが可能である。 

3.9.9 
組織保護データ，OPD（organizational protected data，OPD） 

データプロセスの統制によって確立された方針に基づいて，保護が要求されている組織データ

（3.9.8） 

注釈 1 組織は，その管理下にあるデータを統制する方針がある。ISO/IEC 38505-1 は，データのガバナ

ンスの視点から関連するデータの使用に関するより高いレベルのガバナンスの関心事を識別し，

調査することを規定している。 

注釈 2 組織データ（3.9.8）には，組織保護データ及び個人識別可能情報（3.10.1）を含めることが可能

である。 

3.9.10 
パブリックドメインデータ（public domain data） 

著作権又は他の知的財産権を保持することなく，また，保持することが不可能であるデータオブジェク

トのクラス 

注釈 1 データは，一部の法域ではパブリックドメインに属し，その他の法域では属しない。 

注釈 2 パブリックドメインという考え方と“公的に入手可能”との差は，両方とも微妙であり，法域

によって異なる。この規格の利用者は，適用可能な特定の法的状況を自覚することが奨励され

る。 

3.9.11 
非個人データ（non-personal data） 

個人識別可能情報（3.10.1）を含まないデータオブジェクトのクラス 

注釈 1 本来は，個人識別可能情報（3.10.1）であるデータオブジェクトで，後に匿名とされたデータオ

ブジェクトは，非個人データである。 

3.9.12 
データ当事者（data principal） 

データが関連するエンティティ 

注釈 1 “データ当事者”という言葉は，“PII 当事者”（又は“データ主体”）よりも広く，人物，組織，
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デバイス（3.13.4），ソフトウェアプリケーションなどの任意のエンティティを示すことが可能

である。 
（出典：ISO/IEC 20889:2018 の 3.4） 

3.9.13 
透明性（transparency） 

開かれた，包括的で分かりやすい情報の提示 
（出典：ISO 21931-2:2019 の 3.33） 

3.10 セキュリティ（security）及びプライバシー（privacy）に関する用語 

3.10.1 
個人識別可能情報，PII（personally identifiable information，PII） 

（a）その情報に関連する PII 当事者を識別するために利用され得る情報，又は（b）PII 当事者に直接

若しくは間接にひも（紐）付けられるか又はその可能性がある情報 

注釈 1 さらに，真正性，責任追跡性，否認防止，信頼性などの他の特性を維持することを含めること

もある。 
（出典：ISO/IEC 29100:2011/Amd.1:2018 の 2.9） 

3.10.2 
セキュアマルチテナンシ（secure multi-tenancy） 

セキュリティ管理策を採用してデータ侵害から明示的に保護し，適切な統制のためにこれらの管理策の

妥当性確認を提供するマルチテナンシ（3.4.3）のタイプ 

注釈 1 セキュアマルチテナンシは，個々のテナント（3.4.2）のリスクプロファイルが，専用の単一テ

ナント環境条件の場合よりも大きくない場合に存在する。 

注釈 2 非常にセキュアな環境では，テナント（3.4.2）の識別も秘密に保たれる。 

3.11 インタークラウド（inter-cloud）に関する用語 

3.11.1 
インタークラウドコンピューティング（inter-cloud computing） 

一次クラウドサービスプロバイダ（3.11.2）と一つ以上の二次クラウドサービスプロバイダ（3.11.4）
との間での相互接続を有効にするためのパラダイム 

3.11.2 
一次クラウドサービスプロバイダ（primary cloud service provider） 

インタークラウドコンピューティング（3.11.1）において，自身のクラウドサービス（3.1.2）の一部と

して二次クラウドサービスプロバイダ（3.11.4）］のクラウドサービス（3.1.2）を利用しているクラウド

サービスプロバイダ（3.3.3） 

3.11.3 
二次クラウドサービス（secondary cloud service） 

一つ以上の他のクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）のクラウドサービス（3.1.2）の一部として使用

される一つのクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）のクラウドサービス（3.1.2） 

3.11.4 
二次クラウドサービスプロバイダ（secondary cloud service provider） 
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他の一つ以上のクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）のクラウドサービス（3.1.2）の一部として使用

するために，一つ以上のクラウドサービス（3.1.2）を提供するクラウドサービスプロバイダ（3.3.3） 

3.12 仮想化（virtualization）に関する用語 

3.12.1 
仮想（virtual）（形容詞） 

物理的には存在していないが，そのように見えるようにソフトウェアによって作られていた 

3.12.2 
仮想マシン，VM（virtual machine，VM） 

仮想化された物理的リソースを使用するソフトウェアを実行するために分離された実行環境 

注釈 1 仮想化された物理的リソースには，プロセッサ，メモリ，ストレージ，I/O 装置及びネットワー

ク接続を含むことがある。 

3.12.3 
ハイパーバイザー，仮想マシンモニタ（hypervisor，virtual machine monitor） 

物理的リソースを仮想化し，仮想マシン（3.12.2）を実行させるためのソフトウェア 

3.12.4 
コンテナ（container） 

仮想化オペレーティングシステムのカーネルを使用するソフトウェアを実行するための分離された実行

環境 

3.12.5 
コンテナイメージ（container image） 

コンテナ（3.12.4）内で実行可能なソフトウェアのパッケージ 

注釈 1 通常，オペレーティングシステムのカーネル以外の依存性が含まれる。 

3.13 その他の用語 

3.13.1 
アーキテクチャ（architecture） 

環境におけるエンティティの基本的な概念又は特性，並びにこのエンティティ及びその関連ライフサイ

クルプロセスの実現及び発展のための統制原則 
（出典：ISO/IEC/IEEE 42010:2022 の 3.2） 

3.13.2 
アクセシビリティ（accessibility） 

様々な能力をもつ最も幅広い層の人々に対する製品，サービス，環境又は施設のユーザビリティ 

注釈 1 このアクセシビリティの概念は，障がい（碍）があると公式に認定された利用者だけに限定せ

ずに，利用者のあらゆる範囲の能力を扱おうとしている。 

注釈 2 ユーザビリティの概念に基づくこのアクセシビリティの考え方は，想定利用者内の能力の広が

りに注意を払いながら具体的状況を考慮し，できるだけ高い水準の有効さ，効率及び満足度を

達成することを目指している。 

注釈 3 ここで定義された“アクセシビリティ”の特定の意味と，“到達可能である又は入ることが可能

である”という辞書上で用いられる“アクセス可能な（accessible）”という用語の意味とを，明
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確に区別することが，ISO/IEC 19086 の文脈上重要である。 

3.13.3 
アプリケーションクラウドサービス（application cloud service） 

デバイスプラットフォームプロバイダ（3.13.13）以外のパーティ（3.3.1）によって提供されるクラウ

ドサービス（3.1.2）のうち，特定のデバイス（3.13.4）で実行されるアプリケーションをサポートするク

ラウドサービス（3.1.2） 

3.13.4 
デバイス（device） 

一つ以上のクラウドサービス（3.1.2）と直接的又は間接的に通信する物理エンティティ 

注釈 1 この定義は，全てのタイプのデバイスの一般定義ではなく，クラウドサービス（3.1.2）を使用

するデバイスに関するものである。 

3.13.5 
デバイスプラットフォーム（device platform） 

デバイス（3.13.4）の中核となる能力を提供するオペレーティングシステム及び関連する機能集合 

注釈 1 アプリケーションマーケットプレイス（3.13.6）は，デバイスプラットフォームに固有である。 

3.13.6 
アプリケーションマーケットプレイス（application marketplace） 

利用者が，アプリケーション及び他のコンテンツを閲覧したり，ダウンロードしたりすることが可能な

特定のデバイスプラットフォーム（3.13.5）のために，アプリケーション及び他のディジタルコンテンツ

を提供することを意図したディジタルマーケットプレイスを提供する一連のクラウドサービス（3.1.2） 

注釈 1 アプリケーションマーケットプレイスは，一般に提供される場合もあれば，企業などの非公開

団体に提供される場合もある。 

注釈 2 デバイス（3.13.4）は，複数のアプリケーションマーケットプレイスを使用可能である。 

3.13.7 
可用性（availability） 

要求どおりに実行できる状態にある能力 

注釈 1 可用性は，構成要素の信頼性，回復性及び保守性を組み合わせた特性，並びに保守支援性能に

依存する。 

3.13.8 
可逆性（reversibility） 

合意期間後に，クラウドサービスカスタマ（3.3.2）がそのクラウドサービスカスタマデータ（3.9.1）
及びアプリケーションの生成物（artefacts）を回収し，クラウドサービスプロバイダ（3.3.3）が全てのク

ラウドサービスカスタマデータ（3.9.1）及び契約で規定されたクラウドサービス派生データ（3.9.2）を

削除するプロセス 

3.13.9 
回復力，レジリエンス（resilience） 

障害発生後に迅速に運用状態を回復するクラウドサービス（3.1.2）の能力 

3.13.10 
監査（audit） 
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利用者が，監査基準が満たされている程度を判定するために，客観的証拠を収集し，それを客観的に評

価するための，体系的で，独立し，文書化したプロセス 

注釈 1 内部監査は，第一者監査と呼ばれることもあり，その組織自体又は代理人によって行われる。 

注釈 2 外部監査には，一般的に第二者監査及び第三者監査と呼ばれるものが含まれる。第二者監査は，

顧客など，その組織に利害をもつ者又はその代理人によって行われる。第三者監査は，適合に

関する認証・登録を提供する機関又は政府機関のような，独立した監査組織によって行われる。 
（出典：ISO 19011:2018 の 3.1） 

3.13.11 
可監査性（auditability） 

監査（3.13.10）を行う目的で，クラウドサービス（3.1.2）の運用及び利用に関する，必要な証拠の情

報を集めて，利用可能とする能力 

3.13.12 
クラウドネイティブアプリケーション（cloud native application） 

クラウドサービス（3.1.2）の能力及び環境条件を利用するために，明示的に設計されたアプリケーシ

ョン 

3.13.13 
デバイスプラットフォームプロバイダ，デバイスプラットフォームクラウドサービスプロバイダ（device 
platform provider，device platform cloud service provider） 

必要なディジタル識別の管理を含むデバイスプラットフォーム（3.13.5）をサポートするために必要な

クラウドサービス（3.1.2）を提供するクラウドサービスプロバイダ（3.3.3） 

注釈 1 アプリケーションマーケットプレイス（3.13.6）を提供するクラウドサービスプロバイダ（3.3.3）
は，通常，デバイスプラットフォームプロバイダと同じであるが，それが前提ではない。 

3.14 クラウドサービスの多重性（multiplicity）及び構成に関する用語 

3.14.1 
アフィニティ，リソースアフィニティ（affinity, resource affinity） 

互いに近接する二つ以上のリソースの配置 

注釈 1 近接性は，アクセスの速度又はアクセスの広帯域などのリソース間の要因に関連している。 

3.14.2 
地理分散，リソース地理分散（geo-dispersion, resource geo-dispersion） 

互いに地理的に離れた二つ以上のリソースの配置 

注釈 1 分離は，分離された全てのリソースに適用されない外部の物理事象のような要因に関連してい

る。 

3.14.3 
可用性ドメイン又はゾーン（availability domain or zone） 

クラウドリージョン（3.14.4）内の論理的及び物理的に隔離された場所 

3.14.4 
クラウドリージョン，リージョン（cloud region, region） 

クラウドサービスによって使用される一連の物理リソースを含み，他の地理的エリアに含まれる物理リ

ソースとは独立し，隔離されている地理的エリア 
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